
令和８年度文京区会計年度任用職員 文京区教育センター学校支援係 

 校内居場所(別室)対応指導員募集案内 
令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 

文 京 区 

文

１ 職種、採用予定数、勤務内容等 

職 種 採用区分 採用予定者数 勤務形態 勤務先 

校内居場所

(別室)対応

指導員 

会計年度 

任用職員 
１名 

週５日 

29 時間 
関口台町小学校 

勤務内容 

・別室を利用する児童生徒の活動支援(学習支援、相談、給食対応等) 

・別室を利用する児童生徒と関係教員との調整 

・別室を利用する児童生徒の支援に必要な環境の整備及び教材の準備 

・その他、別室における児童生徒の支援にかかる連絡調整に必要な事項 

２ 受験資格 

国籍を問わず、以下の⑴及び⑵に該当する者 

⑴ 以下のいずれかに該当する者  
・小学校又は中学校の教員免許を有する者 

・公認心理師、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、児童指導員又は保育士の資格を有する者 

・大学や大学院で教育・心理・福祉を専攻し、卒業した者 

・学校又は児童青少年の育成に関わる施設での勤務経験がある者 

・教育に関心があり、職務に熱意をもって取り組むことができる者  

⑵ 以下に該当しない者 
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・文京区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  

３ 任用期間 

令和８年９月１日から令和９年３月 31 日まで 

   （地方公務員法の規定に基づき、採用時は全て条件付きのものとし、採用後 1 か月を良好な

成績で勤務したときに正式採用となります。） 

   （勤務成績が良好等の要件を満たせば、再度任用される場合があります。） 

４ 選考内容 

（１）選考方法等 

選考方法 

所定の申込書による書類選考及び面接 

◆書類選考を通過した方のみを対象に面接選考を行います。 

（書類選考の結果は、８月３日頃、受験者全員に通知します。） 

◆申込書は返却しません。 

面接実施日 令和８年８月上旬（予定）対象者に電話で連絡します。 

場  所 文京区教育センター 

 ◆面接選考の詳細は、書類選考合格者に対して別途連絡します。 

 

 

（２）最終合格発表 

 文京区教育センター学校支援係の業務に従事する校内居場所(別室)対応指導員を募集し

ます。 



結果発表 
令和８年８月中旬（予定）（合否にかかわらず、面接選考受験者全員に通知し

ます。） 

５ 申込手続 

  

申込書類 任用申込書 

申込方法 

電子申請、郵送、持参のいずれか 

◆郵送による場合は、封筒表面に「採用選考（校内居場所(別室)対応指導員会計

年度任用職員）申込書類在中」と赤字で明記し、簡易書留により郵送してく

ださい。なお、簡易書留によらないものの事故については、責任を負いませ

ん。 

申込期間 

令和８年６月８日(月）から令和８年７月 24 日(金）まで 

◆期間内到着分のみ受付【必着】 

※必要人員が決まらない場合は、継続して募集します。募集継続の有無につい

ては、下記、申込先へお問い合わせください。 

申込先 
〒113－0034 東京都文京区湯島４－７－１０ 

文京区教育センター学校支援係 電話(03)5800-2591（代表番号）担当：石津 

受付時間 土・日曜日及び祝日を除く８時 30 分から 17 時まで 

  ※手書きの場合、消せるインクのボールペンは使用しないでください。 

 

６ 勤務条件 

報  酬 

月額２２２，８９８円（地域手当相当額を含む) 

※ 特別区人事委員会の「職員の給与等に関する報告及び勧告」等により、 

採用まで及び任用期間中に報酬月額等が改定される場合があります。 

※ 別途、運賃等相当額（上限あり）を加算します。 

※ 採用までに給与改定が行われた場合は、その額によります。 

※ 勤務条件に応じて期末手当及び勤勉手当が支給されます。 

勤 務 日 
１週間のうち５日間（平日） 

祝日及び年末年始（12月 29 日から翌年の１月３日まで）は休日とします。 

勤務時間 週５日 29時間勤務（例：月・火・木・金 6時間、水 5時間） 

休 暇 等 
年度で 90 時間（９月採用の場合）年次有給休暇のほか、慶弔休暇、短期の介

護休暇等が設けられています。 

服 務 等 

地方公務員法に規定する服務の各規定（服務の宣誓、法令及び上司の職務上の

命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為

の制限等）が適用されるとともに、人事評価、分限処分及び懲戒処分の対象と

なります。 

７ 社会保険 

社会保険（健康保険・厚生年金保険）及び雇用保険の適用となります。 

８ 個人情報の取扱いについて 

 個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に管理しています。文京

区では提出された書類やそれに基づき作成した資料等を厳重に管理するとともに、第三者に

は提供いたしません。また、規定の保存年限経過後に適切に廃棄しています。 

◎ この選考に関するお問合せは、上記申込先にて取り扱います。 


